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１ 市営四方嶺住宅跡地の現状と課題 

・跡地周辺の 65歳以上の人口の割合は高津区の平均よりやや高くなっており、高齢化が進んでいる。

・市内では鉄道駅から比較的離れており、バス停からも少し離れた立地となっている。

・周辺では最も高台となっており、眺望が良い反面、土砂災害警戒区域等に指定されている。

・周辺では、一定規模が確保され、多目的に利用できる広場空間は少ない。

・敷地形状が悪く、跡地に接する道路幅員が約 2.7～６ｍ程度と、土地利用には工夫が必要。

・市の厳しい財政状況を踏まえ、民間活力を活かすなど効果的な資産マネジメントが求められている。

・隣接する国家公務員宿舎は売却予定だが、一体利用については、国から協力できない見解が示されて

いる。

＜地区の諸元と周辺の状況＞ 

２ これまでの経過 

平成 17 年６月  市営住宅の再編等により、市営四方嶺住宅の用途廃止

平成 17 年 12 月 四方嶺住宅跡地に多目的施設と公園の設置を求める請願が趣旨採択

平成 25 年４月  四方嶺住宅跡地に子母口小学校仮設校舎の設置・利用開始

平成 27 年８月  子母口小学校仮設校舎の利用終了

平成 28 年７月  跡地利用に関する基本方針について、地元説明を開始

平成 28 年 10 月 仮設校舎のグラウンドについて、自治会による暫定的な利用を開始

平成 29 年５・６月 跡地利用に関する基本方針について、住民説明会を３回実施

３ 現基本方針の概要 

(1) 福祉・地域交流ゾーン 

地域交流スペース併設の特別養護老人ホーム（100 床程度）を、公有地活用型（無償貸付）にて整備。

(2) 低層住宅ゾーン及び公園ゾーン 

環境・健康・暮らしやすさに配慮した低層住宅及び多目的に利用できる公園を、プロポーザル方式に

より売却先民間事業者を公募・選定し、整備。

(3) 道路の拡幅整備 

国有地の一部を取得するとともに国家公

務員宿舎の一部を解体し、幅員 9.0ｍの道

路拡幅整備を実施。

４ 基本方針公表後の動き 

(1) 行政需要の変化 

平成２９年３月改定の川崎市住宅基本計

画において、「地域包括ケアシステムの構

築」の観点を新たに政策の柱として位置

付け、広めの住宅や地域福祉拠点となる

医療や介護施設の併設等を誘導する等サ

ービス付き高齢者向け住宅等の適正誘導 

を優先して取り組む施策と位置づけるなど、行政需要に変化が生じている。

(2) 住宅ニーズ等の変化 

民間事業者等にヒアリングを行ったところ、「住宅需要については、駅近・集合住宅という傾向が強ま

っている。」「狭い道路や急傾斜地など、開発条件が悪く、利益が出にくい。」「造成工事などを考える

と、周囲の路線価の 20%～25%が限度」など、当該地への需要が低下傾向にある。

(3) 住民意見等の聴取(説明会延べ参加人数 197 人)
・第１回説明会  （114 人出席）   （日時）平成 29 年 5 月 20 日（場所）市営蟹ヶ谷槍ヶ崎住宅集会場

・第２・３回説明会（各 39 人・44 人出席）（日時）平成 29 年 6 月 16 日・17 日（場所）子母口小学校

※説明会などを通じて、これまで川崎市にいただいた主な意見

意見の分類 主な意見

土地の売却 ・川崎市は財政面で余裕があり、貴重なまとまった土地でもあるので土地を売る必要はない。

・この地域にマンション等は作らないでほしい。

防災機能 ・高齢者も多く、指定の避難所まで遠いため、避難できる場所を作ってほしい。

子育て機能 ・近くの保育園に入れない人もいる。保育所を整備すべき。高齢者と子供が交流できる場が欲しい。

公園機能 ・今のグラウンドを残してほしい。

・市民が自由に使える、広い公園が欲しい。

道路整備 ・道路の線形がよくない。まっすぐの道路を作るべき。

国有地 ・国有地の売却が終わってから土地の活用を図るなど、一体的な土地利用を図るべき。

市営四方嶺住宅跡地利用に関する基本方針の見直し（案）について

【用途地域等】 

○第一種中高層住居専用地域

（60％／200％）

○第２種高度地区

(最高高さ:15ｍ、北側:7.5ｍ+1.25/1）
○準防火地域

○急傾斜地崩壊危険区域

○土砂災害警戒区域 等

【面積】

市営四方嶺住宅跡地【約 1.7ha】 

国家公務員宿舎用地【約 1.5ha】 
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(4) 国有地との連携に向けた再協議 

都市計画手法等を活用した、国有地及び市有地の一体的まちづくりの可能性について協議。

⇒売却価格への影響など、国にとって明確なメリットがないことなどを理由に、協議不調となった。

５ 基本方針の見直し 

地域包括ケアシステム構築の必要性などをはじめとした現在の行政需要や住宅ニーズの変化

などの社会経済動向、これまでいただいた御意見、国との協議状況などを踏まえ、次のように

基本方針を見直す。

基本方針の見直しのポイント 

・土地の売却をとりやめ、市が保有した状態での土地の有効活用を行う。 

・福祉複合ゾーンを新設する。 

・広場・スポーツゾーンを新設する。 

・市有地の範囲で、安全で適切な通行環境を確保する。 

●導入機能(右図参照) 

① 特養・地域交流ゾーン 

・地域交流スペースを併設した特別養護老人ホーム（120 床程度）を導入する。 

・整備に当たっては、市有地を無償貸付する公有地活用型で整備する。 

・見晴らしの良い敷地外縁部について、市民が憩える空間の確保を図る。 

② 福祉複合ゾーン 

・周辺の需要を踏まえながら、介護サービス事業所・クリニックなどの福祉機能等を複合的

に備えた、サービス付き高齢者向け住宅の導入を図る。 

・整備に当たっては、定期借地契約などの借地契約として、公募のプロポーザル方式等で民

間事業者の提案を募集・選定し、実施する。 

・災害時における防災機能としての位置づけや活用の検討を進める。 

③ 広場・スポーツゾーン 

・市民が自由に使え、日頃の地域イベントや防災訓練、災害時の一時避難場所などに利用で

きる広場を整備する。なお、民間活力による整備・管理を図る。

・広場の一部（約 0.2ha）に、誰もが気軽にスポーツに親しめるスポーツ機能の導入を図る。

導入に当たっては、普通借地契約などの借地契約として、公募のプロポーザル方式等で民

間事業者の提案を募集・選定し、実施する。 

④ 円滑な移動動線の確保 

・安全な通行や施設の適切な配置等のため、市有地北西部の現道の道路拡幅を行う。 

・隣接する住宅地への既存の通行環境を確保する。 

・国と協議のうえ、国有地内における幅員 9.0ｍの道路拡幅整備をとりやめる。 

６ スケジュール（予定） 

平成 30 年８月 基本方針の見直しについて、川崎市議会（まちづくり委員会等）に報告 

平成 30 年９月 基本方針の見直しについて、パブリックコメントの実施 

基本方針の見直しについて、住民説明会の開催や関係者説明の実施 

平成 30年 11 月 パブリックコメントの結果等を踏まえ、基本方針の見直しを決定

平成 31 年３月 暫定のグラウンド開放の終了 

平成 31 年度  事業者の公募の実施・道路拡幅等工事の実施 

平成 32 年度～ 工事着手・整備推進 

市営四方嶺住宅跡地利用に関する基本方針の見直し（案）について

見直した基本方針
ゾーニング図
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「市営四方嶺住宅跡地利用に関する基本方針の見直し

（案）について」について意見を募集します 

１ 意見募集期間 

平成３０年９月３日（月）から平成３０年１０月２日（火）

※ 郵送の場合は当日消印有効です。 

※ 直接お持ちになる場合は、17時15分までにお願いします（土日祝日を除く）。 

２ 閲覧場所 

川崎市ホームページ 

各区役所市政資料コーナー・橘出張所・高津市民館橘分館 

かわさき情報プラザ（川崎市役所第3庁舎２階） 

まちづくり局総務部企画課（明治安田生命ビル8階） 

まちづくり局住宅政策部市営住宅管理課（明治安田生命ビル６階） 

３ 意見の提出方法 

次のいずれかの方法により提出してください（電話による意見等の受付は行っておりませんので御了

承ください。）。 なお、様式は自由ですが、別添の意見書も御活用いただけます。 

（１）郵送又は持参 

  〒２１０－８５７７ 川崎市川崎区宮本町６番地 

  川崎市まちづくり局総務部企画課（明治安田生命ビル８階） 

（２）FAX 

 ０４４－２００－３９６７ 

（３）電子メール 

 市ホームページのパブリックコメント専用フォームから手順に沿って御提出ください。 

  （http://cms.city.kawasaki.jp/kanri/seisaku/contents_detail.php?frmId=99531&c=9&mod=0） 

４ 説明会の開催 

「市営四方嶺住宅跡地利用に関する基本方針の見直し（案）について」の説明会を開催します。 

（１）日時 平成３０年９月２１日（金）１９：００～２０：３０（受付開始１８：３０） 

       平成３０年９月２２日（土）１４：００～１５：３０（受付開始１３：３０） 

（２）場所 川崎市立子母口小学校・東橘中学校 １階ランチルーム（高津区子母口７３０） 

５ その他 

  お寄せいただいた御意見は、個人情報を除き、類似の内容を整理又は要約したうえで、御意見とそれ

に対する本市の考え方を取りまとめてホームページ等で公表する予定です。 

         《問い合わせ先》川崎市まちづくり局総務部企画課 

TEL ０４４－２００－２７１５ 

平成 28 年 7 月に市営四方嶺住宅跡地利用に関する基本方針を策定し、その後も引き
続き検討を進めてきました。 
地域包括ケアシステム構築の必要性などをはじめとした現在の行政需要や住宅ニーズ
の変化などの社会経済動向、これまでいただいた御意見、国との協議状況などを踏まえ、
このたび「市営四方嶺住宅跡地利用に関する基本方針の見直し（案）について」を取り
まとめましたので、広く市民の皆様からの御意見を募集します。 

※ （１）、（２）についての意見書の書式は自由です。必ず「題名」、「氏名（法人又は団体の場合は、

名称及び代表者の氏名）」及び「連絡先（電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレス又は住所）」を

明記してください。 

※  電話や来庁による口頭での御意見はお受けできませんので御了承ください。 
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